
 

 

ニュースポーツについて 

ニュースポーツは、幅広い年齢層が気軽に楽しむことができ、学校（学年部会行事や親子レクリ

エーションなど）でも簡単に行えるスポーツです。指導の依頼や用具の貸出は、各市町教育委員会

スポーツ振興課（係）で行っています。下記を参照の上、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市町所有のニュースポーツ用具 （○：各市町スポーツ振興課・係所有、①・②：注釈参照）  （R7.11.1現在） 

形 態 種   目 
大田原市 那須町 那須塩原市 

指導・用具 
どちらも可 

用具のみ 
借用可 

指導・用具 
どちらも可 

用具のみ 
借用可 

指導・用具 
どちらも可 

用具のみ 
借用可 

ゴルフ型 グラウンド・ゴルフ  ※① ○ ○   

ターゲットバード・ゴルフ  ※① ○ ○   

スナッグゴルフ  ※① ○ ○   

ゴルゲート ○ ○     

ディスクゴルフ     ○ ○ 

スカイクロス ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

バレーボール型 インディアカ ○ ○※① ○ ○ ○ ○ 

さいかつぼーる ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

大田原ボール ○ ○     

テニス型 ラージボール卓球 ○ ○     

ターゲット型 シャッフルボード   ○ ○ ○ ○ 

カローリング ○ ○ ○ ○ ※②  

フロアカーリング ○ ○ ○ ○   

ペタンク（屋内外可） ○ ○※① ○（屋内のみ） ○（屋内のみ） ○ ○ 

ニチレクボール   ○ ○   

スポーツ吹き矢 ○ ○ ○ ○ ※②  

ディスコン 〇 〇 ○ ○ ○ ○ 

ディスゲッター ○ ○   ○ ○ 

スマイルボウリング ○ ○     

ボッチャ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ダーツ     ※②  

スカットボール ○ ○     

ユニカール ○ ○     

モルック ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

その他 

 

ドッヂビー ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

キャッチング・ザ・スティック ○ ○ ○ ○   

キンボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

タグラグビー ○ ○    ○ 

ユニホック      ○ 

輪投げ ○ ○※① ○ ○   

※①：一部の地区公民館所有。利用される公民館に確認の問い合わせをしてください。 

※②：用具のみの貸出し不可（指導可能な場合に用具使用可）です。 

 
１ 電話にて依頼 
・ 希望時（第３希望まで）、参加人数、種目を
担当者に伝えましょう。 

２ 窓口にて申請書の提出 
・ １か月前を目安に申請書を直接窓口に提出し
ます。事前の準備物等の確認もしましょう。 

３ 依頼者側の準備 
・ 当日までに必要な用具等の準備をしておきましょう。 
・ 不明な点があれば、担当者へ連絡しましょう。 

４ 当 日 
・ 担当者に依頼者側で準備した会場や用具等を確認してもらいましょう。 
・ 活動中は、教職員も児童生徒の指導を一緒に行いましょう。 

※ 活動場所や時間、人数によって適している種目があります。どのような種目が 
よいか迷っているときには、相談してみるとよいでしょう。 

※ 事前に必ず依頼者の責任で、万一のけがなどに備えて保険に加入しておきましょう。 

大田原市(スポーツ振興課)         0287-22-8017 

那須町(生涯学習課スポーツ振興係) 0287-72-5959 

那須塩原市(スポーツ振興課)       0287-37-5439 

ニュースポーツ依頼の流れ 


